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地域公共交通について（最終報告）

平成27年7月9日
第9回遠州広域行政推進会議

2

会議資料

１．はじめに

２．公共交通空白地有償運送制度緩和について

３．公共交通空白地有償運送制度の課題について

４．地域間幹線系統の確保維持にむけて
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１．はじめに

＜１－１ 経緯＞

平成26年11月27日に開催された遠州広域行政推進会議において「バ
スの減便や撤退が相次ぎ、地域住民の生活確保に支障が生じている地
域への交通確保対策が急務」という意見をうけて、各市町の公共交通担
当が課題、対策等について検討する会議を開催

＜１－２ 会議の開催状況＞

4

２．公共交通空白地有償運送制度緩和について
（旧：過疎地有償運送）

名称の改正 輸送対象の緩和 運行事業者の緩和

過疎地有償運送 登録会員のみ 法人格を持つ団体

会員以外の旅行者なども可 法人格がなくても可公共交通空白地有償運送

協議会で合意を得るなど一定の条件をみたせば

制度改正の改正ポイント
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参 考

出典：国土交通省

6

＜３－１ 収支バランス＞

・事業における収支バランスの均衡を図ることは難しい

・補助金・NPO会員登録料・基金の取崩し等で事業者負担額を補っている

３．公共交通空白地有償運送の課題について

（例）「ＮＰＯ法人 がんばらまいか佐久間」過疎地有償運送 利用状況
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＜３－２ 人口の減少と高齢化＞

佐久間町では
・毎年100人以上の人口減
・高齢化率の急上昇

・NPO会員減少（登録料減収）
・外出を控える傾向

運転者不足（運転者要件有）
・1種免許者は70歳以下（浜松市）
・条件を満たせば75歳まで可（浜松市）

年金受給年齢の引上げにより、
出勤日数の不安定な運転業務
は敬遠される傾向にある。

有償運送利用対象者の減少

利用が無い運休日の増加

運転者の賃金源と
なる利用料金の減収

8

＊佐久間町における人口と高齢化率
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NPO法人等
から相談

■遠州地域では、浜松市以外での取組み事例がない。
■事業収支を考えると、難しい事業である。
■バス路線撤退で生じた交通空白地で取組みたい団体がでてくる可能性がある。

各市町の意見・考え

開設へ向けて
◆何からはじめたらいいのか？
◆ガイドラインの制定は？
◆補助要綱の制定は？
◆関係者への同意？
◆相談窓口はないのか？

相談を受けた市町

◆準備会設置や事業計画、経営
シミュレーションなど開設に向け
た支援
◆開設後も利用促進策など継続
的に支援

開設に向けた支援体制の構築

相 談

浜松市・

＜３－３ 公共交通空白地有償運送制度の課題・・・まとめ＞

公共交通空白地
有償運送事業者

10

４.地域間幹線系統の維持確保にむけて

＜４－１ 地域間幹線系統とは＞

・市町を跨ぐ、主要な幹線（通勤や通学に利用）

袋井駅 春野町 気田

・欠損額について交付される補助金によって運行を維持

国・県
補
助
金

遠州森駅

袋井市 森 町 浜松市

補
助
金

補
助
金

補
助
金

国・県補助金額と同等額を市内走行距離で按分

例）秋葉線・・・袋井市、森町、浜松市関係路線

補助要件：輸送量 15人以上/日など

補助金のイメージ図
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＊秋葉線補助分担率

補助金全体に対する負担率 路線総延長に対する市町按分率

12

（参考）遠州地域の地域間幹線系統・・・抜粋
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＜４－２ 各市町の課題＞

・利用者の減少により、国・県の補助対象から外れる可能性がある。

・国、県補助から外れると、市町負担分の補助金額が増加。

・路線撤退になった場合、地域に多大な悪影響を及ぼす。

・沿線沿いの市町であっても利用者数に大きなばらつきがある。

14

＊利用者減少の影響

利用者の減少

国・県補助対象から外れる
減便・路線の一部退出

市町補助金の増加

収支の悪化により路線退出

更なる利用者の減少

都市間交流の幹線が分断

市町補助金の増額
がないと・・・・

次項参照

地域経済・産業の衰退
文化的交流の減少など
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＊市町補助金増加イメージ

カットされた補助金も各市町で負担

16

＜４－３ ゲストスピーカーの意見＞

・補助路線から外れたり、路線撤退してからの対策では遅いので、長期的
なスパンで対策を考える必要がある。（静岡運輸支局）

・各市町の交通会議では、地域間幹線系統についても議論している。近隣
市町の会議に参加してみることも効果的だと思う。（静岡運輸支局）

・利用促進対策は事業者も力を入れているが効果が出にくい。今後は、他
路線で行政が行っている対策についての情報などを共有し活かせること
を期待する。（秋葉バスサービス㈱）

・一部路線では合同検討会を行い効果的だと感じた。今後は、他の路線で
も合同検討会を積極的に設けて欲しい。（しずてつジャストライン㈱）

・関係市町ごとに協議を行っていたものを、この会を機に関係市町、事業者
一体となって協議を行うことが路線維持につながっていく。（遠州鉄道㈱）

-8-



17

■「長期的に幹線系統を維持していく」 共通の認識

地域間幹線系統を維持するには

路線維持にむけて
◆路線維持に対する協議、検討
◆利用促進策（MMグッズの共同展開）
◆市町、事業者共同によるイベントの開催
◆乗継拠点の整備 など

A
市

B
市

事
業
者

必要に応じて合同検討会を開催することで合意

＜４－４ 地域間幹線系統の確保・・・まとめ＞

C
市

18

ご清聴ありがとうございました
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遠州広域行政推進会議研究会
（経済・産業政策）

報告資料

平成２７年７月９日
第９回遠州広域行政推進会議

2

１．目的

○研究会（経済・産業）の目的

●遠州地域の8市1町において、経済・産業分野に関する
広域連携事業の可能性を研究し、市町の枠を越えて、
行政、産業支援機関、大学、金融機関など地域産学官金
連携による経済・産業政策を提案する。

遠州地域8市1町の産業振興部局の課長及び担当者により
研究会とワーキンググループを組織

●研究会 課長級の会議
●WG 産業振興担当者の会議

○研究会の体制
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２．研究会の取組み

○研究テーマの選定

●各自治体における産業の現状把握と分析

●行政枠を超えたスケールメリットを活かした

産業振興施策の研究

現状把握
共通課題
抽出

事業提案

4

○研究会・ワーキンググループ活動実績
●研究会：３回（①H26.9、②H27.1、③H27.4）

●WG：７回（①H26.10、②H26.10、③H26.11、

④H26.12、⑤H27.2、⑥H27.3、⑦H27.6）
※会場は持ち回りにて開催

○外部講師による勉強会
●関東経済産業局（第3回WG）
●大手監査法人（第3回WG）
●中小企業基盤整備機構（第5回WG）
●日本政策金融公庫（第３回研究会）

●静岡県よろず支援拠点（第７回WG）

２．研究会の取組み
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３．広域連携による産業政策の研究

○各自治体における産業の状況・

産業振興の取り組みの分析

●産業を活性化すべきという認識は一致

●しかし、業種や特色など産業構造はさまざま

●広域連携により効果的に取り組める事業を検討

○政策研究において考慮すべき点

●静岡県にて実施している事業との重複・役割分担

●既存施策の活用

6

３．広域連携による産業政策の研究

○広域連携により効果的に取り組める事業を検討

①地域企業への支
援

人材育成 産業人材の育成

企業活動支援 知的財産活用支援
防災対策支援
研究開発支援
創業支援・ベンチャー企業支援

販路開拓
(海外販路含む)

展示会・見本市の開催
中小企業のマッチング支援
地域企業情報の発信・PR

情報発信 各種産業支援情報の発信

②行政間の連携

職員の情報交換、情報の共有化

地域産業の分析

国・県への提言

市町の産業振興担当職員の人材育成
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４．広域連携による創業支援事業

○テーマの選定

広域連携による創業支援事業

8

４．広域連携による創業支援事業

○現状

●国内の開業率：4.6％
・特に、地方における開業率は低迷。

●各市町の各機関が単独で創業支援事業を実施

・行政、支援機関、金融機関が連携をしての取組みまでには

至っていない。

○課題

●産業競争力強化法の施行

・国の積極的な創業支援施策への対応が必要。

●地域の活力を生む、新たな経済の担い手の創出

・地域の産学官金が一丸となった創業支援が必要。
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○実施事業全体図

４．広域連携による創業支援事業

① 起業予備軍の発掘、育成
各市町単独では、起業希望者
自体が少ないので、近隣市町
と合同で実施

②起業・開業に向けての支援

発掘した創業希望者を各市町
にて、開業まで支援

③ 起業後の支援
地域ベンチャー企業間の連携
促進を図るため、広域にて企
業同士の集まる機会を創出

9

10

①起業予備軍の発掘、育成 （広域連携）

○課題

●各市町単独では

起業希望者が少ない

○事業内容

●起業希望者発掘セミナー

・ブロック単位等で実施

（浜名湖、中遠、中東遠）

・テーマは「地域グルメ」、

「ものづくり」、

「女性による起業」等

４-１．起業予備軍の発掘、育成

10

浜名湖

中東遠

中遠
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②起業・開業に向けての支援（各市町単位）

●各市町において産学官金の連携による

個別支援の実施

・起業段階では、各市町ごとに支援を実施。

・各市町で創業支援体制を構築し、密着支援を実施。

・研究会における情報交換により、より効果的な創

業支援を実現（別添資料参照）。

４-２．起業・開業に向けての支援

浜名湖 中東遠

中遠 湖西

浜松

磐田

森

袋井

掛川

菊川

牧之原

御前崎

12

③起業後の支援（広域連携・各市町単位）

○課題

●各市町単独では創業者が少ない

・創業間もない企業はネットワークが重要。

・創業者が少なければ連携ができない。

○事業内容

●地域のベンチャー企業間の連携の促進

・ブロックごとや地域全体で、企業の連携できる機会を創出。

（マッチングイベントの開催）

４-３．起業後の支援

湖西

浜松

磐田

森

袋井

掛川

菊川

牧之原

御前崎

遠州地域
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５．今後のスケジュール

○起業予備軍の発掘セミナーの開催（予定）

●セミナーは先輩起業家による講演、創業支援者による

講演、個別相談会等の実施を調整していく。

○広域連携活動の継続

●各市町における施策の情報交換

●国の動向・市場動向の調査・共有

●外部講師を招いた勉強会の開催

●広域連携事業の検討

・浜名湖ブロック（テーマ：地域グルメ）

・中遠ブロック （テーマ：ものづくり）

・中東遠ブロック（テーマ：女性による起業）

-17-



（参考）各自治体の創業支援体制

（参考）各自治体の創業支援体制

【浜松市】
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【磐田市】

（参考）各自治体の創業支援体制

（参考）各自治体の創業支援体制

【掛川市】
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【袋井市】

（参考）各自治体の創業支援体制

【湖西市（案）】

（参考）各自治体の創業支援体制
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創業支援
企業成長支援
６次産業化支援
農商工連携支援
新商品開発支援
販路拡大支援etc

【牧之原市】 がんばる中小企業応援事業

Ｍ－Ｂｉｚ
（牧之原市）
ワンストップ窓口
相互連携

県産業振興財団

中小企業団体中央会

県農林事務所

牧之原市商工会

フーズサイエンス
ヒルズプロジェクト

各金融機関

各大学研究室

H26～

日本政策金融公庫

市 民
企 業
農業者

（参考）各自治体の創業支援体制

（参考）各自治体の創業支援体制

【菊川市（案）】
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【御前崎市（案）】

（参考）各自治体の創業支援体制

創業希望者・創業者
事業化したい、事業計画を作りたい、融資を受けたい

セミナーを受けたい、手続きを知りたい…等

森町

地元金融機関日本政策金融公庫

近隣商工団体

連携・情報提供・施策活用

専門家

森町商工会

地域産業発展支援
相互連携支援

創業・金融支援 創業・金融支援

エリア内支援協調 フォローアップ

【森町】

（参考）各自治体の創業支援体制
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議題（１）健康寿命の延伸に向けた連携について

【提案趣旨】 

・健康寿命は、政令指定都市トップである浜松市、都道府県トップの静岡県な

ど、本地域にとって大きな魅力となる可能性を持っている。 

・人口の高齢化はもとより、今般の介護保険制度改正により、基礎自治体にお

ける介護予防等の取組の重要性が増している。 

・以上のことから、「健康寿命の延伸に向けた連携について」、介護予防等を中

心にして、遠州広域行政推進会議における本年度の研究テーマとして提案す

るもの。 

【参考】健康寿命について 

「健康寿命」とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活でき

る期間のこと。「国民生活基礎調査」のデータから算定。

 ※厚生労働科学研究による健康寿命（平成 22 年データによる）

全 国：男性 70.42 年／女性 73.62 年

静岡県：男性 71.68 年／女性 75.32 年

（都道府県の中では男性 2 位、女性 1 位）

浜松市：男性 72.98 年／女性 75.94 年

（政令指定都市の中では男女ともに 1 位）

【各市町の現状と主な課題】 

・各市町の人口（高齢化率）、各市町の取組等は資料３別紙のとおり。 

≪主な課題≫ 

・改正介護保険法への対応（サービス提供体制の確保等） 

・ボランティア、住民参画によるサービス提供体制の構築 

・ロコモ、認知症予防取組等の普及啓発         など

【連携・研究希望事項】 

・改正介護保険法への対応（介護予防・日常生活支援総合事業の移行等） 

・介護予防事業として特色ある取組の情報交換等 

・介護予防・健康増進の事業で有効性の高い事業、成功の要因分析結果等の情

報共有

※これ以外にも、各市町の関係部署（高齢者福祉、地域保健、介護保険担当部

署）により議論を進める中で、項目を盛り込む想定。

※情報交換のみならず、関係市町間の連携方策も検討。 

-23-

資料３



-24-



資料３別紙 各市町の健康寿命等に関する基礎データ 

※ Ｈ27 年４月１日現在(住民登録による) 

自治体名 

※人口

(人) 

※ 65 歳以上

人口(人) 

(高 齢 化 率 )

介護保険事業状況(平成 27年 3月末) 

健康寿命延伸に向けて、各市町で重点的

に取り組んでいる事業 

(主なもの) 

介護予防に係る各市町の現状と課題 連携・研究を希望する事項 

65 歳以上 75 歳未満 75 歳以上 

被保険者数

(人) 

要支援・要介護

認定者数(人)

(被保険者数 

における割合)

要介護 2 以上の

認定者数(人)

(被保険者数 

における割合)

被保険者数

(人) 

要支援・要介護

認定者数(人)

(被保険者数 

における割合)

要介護 2 以上の

認定者数(人)

(被保険者数 

における割合)

浜松市 808,959 
204,991 
(25.3%) 

104,547 
3,915 

(3.7%) 
730 

(0.7%) 
99,953 

29,253 
(29.3%) 

15,006 
(15.0%) 

・健康増進計画「健康はままつ 21」の

普及啓発 

・生活習慣病予防の発症予防と重症化予

防(ママのための元気アップセミナ

ー、うごく＆スマイル、３Ｓプロジェ

クト、ＣＫＤ対策など) 

・健康を守り支えための環境整備(健康

はままつ 21 推進協力団体等との連携

強化) 

・ロコモーショントレーニング(高齢者

のロコモティブシンドロームを予防

する体操として、椅子を利用したスク

ワットや開眼片足立ちの簡単な 2 つ

の運動を、身近な自治会館などを利用

して継続的・全市的に普及すること

で、介護予防と健康寿命の延伸を目指

している。) 

・平成 25 年度までの介護予防事業参加

率は、二次予防事業対象者の 7～9％

にとどまっていた。その理由として、

専門スタッフや専用器具を揃えた施

設への通所型による事業を委託実施

しているため、会場や開催時期が限ら

れており参加しにくいことが挙げら

れる。また、短期間の事業形態では、

改善した生活機能を個人の努力だけ

で維持・継続させることが難しい。こ

のことから、平成 26 年度にロコモー

ショントレーニング事業をモデル的

に実施したところ、参加率が約 12％

まで改善された。 

・元気な高齢者が支援の必要な高齢者を

支える仕組みづくりとして、施設ボラ

ンティアや地域ボランティアの活動

に対し換金できるポイントを付与し

ている。今後、健康づくりや介護予防

など、自分自身の健康度を高める活動

にも、ポイントを付与できるよう制度

の拡充を検討しているが、制度設計に

おける連携が図られると良いと考え

る。 

磐田市 170,548 
43,066 

(25.3%) 
22,952 

759 

(3.3%) 

361 

(1.6%) 
20,050 

5,545

(27.7%) 

2,957 

(14.7%) 

・「まちの保健室」等を利用した地域の

健康特性を重視した保健活動の推進 

・妊娠出産から高齢期に至るまで、途切

れのない健康づくりの取組 

・生活習慣病予防と重症化予防の徹底 

・がん検診受診率向上の取組 

・特定健診受診率向上の取組 

・健診結果に基づいた保健指導の実施 

・「介護予防」というコンセプトが、対

象となる高齢者層にまだ浸透してい

ない。 

・高齢者一人一人が自らの健康と身体の

ために「介護予防」に関心を持つよう、

周知啓発。 

・介護予防における国との連携、各市町

の取り組みの情報共有。 

・老人クラブ・自治会・ボランティア団

体・NPO 等など地域住民間のネットワ

ーク強化による介護予防の普及 

掛川市 117,450 
28,673 
(24.4%) 

14,306 
401 

(2.8%) 
226 

(1.6%) 
14,422 

4,030
(27.9%) 

2,474 
(17.2%) 

・糖尿病対策の強化 

・お達者度県下 1位を目指しプロジェク

トチームを立ち上げた 

・介護保険法の改正による新しい総合事

業の構成を検討する中で、今年度は、

既存の地域資源の整理を行っている。

今後は、サービス提供主体の確保等が

課題となってくる。 

・地域包括ケアシステムの取組状況 

・介護予防・日常生活支援総合事業への

移行についての情報交換 
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※ Ｈ27 年４月１日現在(住民登録による) 

自治体名 

※人口

(人) 

※ 65 歳以上

人口(人) 

(高 齢 化 率 )

介護保険事業状況(平成 27年 3月末) 

健康寿命延伸に向けて、各市町で重点的

に取り組んでいる事業 

(主なもの) 

介護予防に係る各市町の現状と課題 連携・研究を希望する事項 

65 歳以上 75 歳未満 75 歳以上 

被保険者数

(人) 

要支援・要介護

認定者数(人)

(被保険者数 

における割合

要介護 2 以上の

認定者数(人)

(被保険者数 

における割合)

被保険者数

(人) 

要支援・要介護

認定者数 ()

(被保険者数 

における割合)

要介護 2 以上の

認定者数(人)

(被保険者数 

における割合)

袋井市 87,155 
18,779 
(21.5%) 

9,880 
329 

（3.3%) 
170 

(1.72%) 
8,801 

2,570 
（29.2%) 

1,398 
（15.9%) 

・生活習慣病予防と重症化予防 

・ロコモティブシンドロームの予防 

・認知症予防・支援 

・介護予防については、高齢者の心身機

能の維持改善を図り、要支援・要介護

状態になることを防ぎ、できる限り自

立した生活を送ることができるよう

運動教室などの各事業に取り組んで

いる。 

・介護予防教室の実施会場を増やした

が、なお定員を超える参加希望があ

る。このため、平成 27 年度に 2 会場

増やすとともに、新たに開設した総合

健康センターにおいて年齢区分を設

けない運動教室への参加を促してい

る。また、教室の自主グループ化等、

広く多くの市民が介護予防事業に参

加できるような体制を検討する。 

・介護保険法の改正による新しい介護予

防・日常生活支援総合事業（袋井市は

平成 29年度から実施予定）、及び包括

的支援事業の充実分（在宅医療・介護

連携の推進、認知症施策の推進、地域

ケア会議の充実、生活支援サービスの

体制整備）への取組みについて関係機

関と協議を重ねている。 

・介護予防に係る各市町の取組に関する

情報交換 

・地域包括ケアシステム構築にむけた各

市町の取組に関する情報交換 

・介護保険制度改正等への対応 

湖西市 61,027 
15,010 
(24.6%) 

8,095 
204 

(2.5%) 
88 

(1.1%) 
6,896 

1,687
(24.5%) 

843 
(12.2%) 

・自助、互助、共助による支え合い介護

予防事業を展開 

・元気高齢者を増やすため、魅力ある一

次予防教室の開催 

・介護予防に資するボランティア育成活

動支援、継続支援 

・新総合事業の多様なサービスの確保 ・介護保険制度改正等への対応 

御前崎市 33,823 
8,810 

(26.0%) 
4,400 

121 
(2.8%) 

76 
(1.7%) 

4,382 
989

(22.6%) 
755 

(17.2%) 

一般高齢者施策として実施 

・介護予防出前講座等を開催し、介護予

防の意識付けを図る。 

・参加者が歩いて行ける範囲での転倒予

防教室を開催する。 

・地域ボランティアが主催するサロン、

教室等に対し、保健師の派遣、助成等

の支援を行う。 

・理学療法士等の指導の下、市民ボラン

ティアの養成を図り、市民ボランティ

アによる転倒予防教室の開催に取り

組んでいるが、市民ボランティア養成

講座に参加する人員が伸び悩んでお

り、ボランティアを担う新規人材の確

保が課題となっている。 

・介護予防事業で特色ある取り組みをし

ている事例等の情報交換 
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※ Ｈ27 年４月１日現在(住民登録による) 

自治体名 

※人口

(人) 

※ 65 歳以上

人口(人) 

(高 齢 化 率 )

介護保険事業状況(平成 27年 3月末) 

健康寿命延伸に向けて、各市町で重点的

に取り組んでいる事業 

(主なもの) 

介護予防に係る各市町の現状と課題 連携・研究を希望する事項 

65 歳以上 75 歳未満 75 歳以上 

被保険者数

(人) 

要支援・要介護

認定者数(人)

(被保険者数 

における割合

要介護 2 以上の

認定者数(人)

(被保険者数 

における割合)

被保険者数

(人) 

要支援・要介護

認定者数(人)

(被保険者数 

における割合

要介護 2 以上の

認定者数(人)

(被保険者数 

における割合)

菊川市 47,679 
11,718 

(24.6%) 
5,861 

172 

(2.9%) 

110 

(1.9%) 
5,831 

1,511

(25.9%) 

1,000 

(17.1%) 

・「健康チェックの日」(体力測定、簡易

骨測定、血圧測定) 

・「運動教室(スタイルアップ教室)」(運

動実習、ふじ 33プログラム) 

・「ウォーキング教室」 

・「健康マイレージ」 

・「調理実習」(健康講話、実習) 

・「栄養セミナー」(講話、実習) 

・「ロコモ予防教室」 

・「8020 運動の推進」 

・「健康相談」 

・「特定保健指導」 

・「元気はつらつ教室(二次予防事業)、

ロコモ予防教室(一次介護予防事業)」 

・「70 歳からの健康講座」 

・「いきいきサロン(一次介護予防事業)」 

・「地域サロンにおける健康体操、認知

症予防の普及活動」など 

健康寿命の延伸のためには早期から

介護予防や健康づくりに取り組んでい

くことが大切であり、ロコモ予防や認知

症予防などのさらなる普及啓発が必要

である。 

課題として、65 歳未満を対象とした

健康増進事業において、軽度の介護認定

者やその前段階ある者(介護認定予備群

的な者)そのものを対象とした事業が無

いことや、若年層を対象とした認知症対

策事業に取り組めていないことが挙げ

られる。 

また、今後は地域における社会参加の

促進がこれまで以上に求められてくる

ため、社会参加できる場(地域のサロン

など)の確保と、活性化のための取り組

みをどのように行っていくかが課題と

して挙げられる。 

介護予防部門、健康増進部門共に今後

取り組むべき事項は多く、対応していく

ための人員確保も大きな課題である。 

各市町の介護予防・健康増進の取り組

みで、成果の上がっている事業の情報が

ほしい。また、成果の要因についての分

析結果もあわせて教えていただきたい。 

ほか、介護予防事業に関して、業務委

託できる機関(業者)の情報があれば、教

えていただきたい。

牧之原市 47,499 
13,162 

(27.7%) 
6,229 

236 

(3.8%) 

159 

(2.6%) 
6,948 

1,976

(28.4%) 

1,087 

(15.6%) 

・市の総合計画の重点プロジェクト「活

き活きと健康で活躍プロジェクト」で

「地域包括ケアシステムの構築」す

る。 

・生活習慣病の発生予防(検診受診勧

奨・健康教育)と重症化予防(戦略研究

事業による家庭訪問等)・妊娠期、乳

幼児期からの健康づくりの推進 

・市民の健康づくりの主体性を育成する

ための社会環境づくり(リーダー育

成・店舗や企業との連携) 

・地域支援事業の通所型及び訪問型サー

ビスを開拓していく必要があるが、住

民主体のサービスをどのようにして

作り上げていくかが課題である。 

・医療介護連携や、認知症初期集中支援

チームなどの医療関連の施策を実施

するにあたり、医療資源の確保は大き

な課題である。 

・今後、権限移譲で介護保険事業所の指

導の事務量が急増することが予想さ

れる。広域的な連携も解決策の一つと

して考えられる。 

森町 19,220 
5,808 

(30.2%) 
2,515 

73 
(2.9%) 

39 
(1.6%) 

3,332 
970 

(29.1%) 
544 

(16.3%) 

・介護予防リーダー(元気もりもりサポ

ーター)の養成と活動支援。(100 サロ

ン、居場所での活動) 

・介護支援ボランティア(ボランティア

ポイント制度)の支援。 

・介護予防事業(さわふれクラブ、脳活

性化教室、運動教室)の開催。 

・介護保険法の改正に伴い、新しい総合

事業の実施に際し、多様なサービス

(生活支援サービス等)のサービス提

供主体の確保が課題。 

・制度改正に伴う地域包括支援センター

の業務の多様化に対する対応。(当町

では、地域包括支援センターが直営) 

・介護保険法の改正に伴い、医療と介護

の連携推進事業の実施が義務づけら

れた。この中で、「二次医療圏内・関

係市町村の連携」が盛り込まれた。こ

のため、関係市町村の連携のあり方に

ついて、研究したい。 

計 1,326,641 
331047 
(25.0%) 

170,041 
5,901 
(3.5%) 

1,761 
(1.0%) 

160,335 
45,585 

(28.4%) 
24,433
(15.2%)
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１．平均寿命（０歳児の平均余命）＜平成 22 年度＞ 

             （単位：年） 

男性 女性 

全国 79.59 86.35 

静岡県 79.95 86.22 

           （単位：年）

男性 女性 

浜松市 81.2 86.6 

磐田市 80.8 86.6 

掛川市 80.5 86.7 

袋井市 79.9 85.9 

湖西市 80.0 85.9 

御前崎市 80.3 85.9 

菊川市 79.9 86.3 

牧之原市 78.5 87.0 

森町 79.6 86.1 

出典：厚生労働省「第 21回生命表（完全生命表）」「平成 22年度都道府県別生命表の概況」 

「平成 22年度市区町村別生命表の概況」 

２．健康寿命 ＜平成 22 年度＞ 

（単位：年） 

男性 女性 

全国 70.42 73.62 

静岡県 71.68 75.32 

浜松市 72.98 75.94 

 出典：厚生労働科学研究による 

３．お達者度 ＜平成 22 年度＞ 

（単位：年） 

男性 女性 

浜松市 18.12 21.23 

磐田市 18.46 20.95 

掛川市 17.76 20.50 

袋井市 17.51 21.03 

湖西市 17.49 20.03 

御前崎市 17.81 20.49 

菊川市 17.46 20.55 

牧之原市 17.14 21.14 

森町 18.54 21.93 

静岡県 17.53 20.77

 出典：静岡県発表による 

※健康寿命とは、認知症や寝たきりにならない状態で健康

で明るく元気に生活し、実り豊かで満足できる生涯を送

ることができる期間のこと

※お達者度とは、65歳の平均自立期間のことで、65歳から要 

介護度 2～5にならない期間を表すもので、静岡県の健康 

指標のひとつとなっている 
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議題（２）文化財保護行政の広域連携について

【提案趣旨】 

 文化財に関する施策については、単に保護するだけでなく、活用することが

求められている。こうした取り組みやその可能性について、さらには、遠州地

域の広域連携、「日本遺産」認定に向けた取り組みの可能性いついて議論する

ものである。

【参考】「日本遺産」について 

地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産

（Japan Heritage）」に認定するもの。ストーリーを語る上で不可欠な魅力ある有形・

無形の文化財群を地域が主体となって総合的に整備・活用し、国内外に戦略的に発信す

ることにより、地域の活性化を図る目的で平成27年度から文化庁が実施している

事業である。

【各市町の現状と主な課題】 

・各市町の文化財活用の取り組みは、資料４別紙のとおり。

≪主な課題≫

・文化財の発信方法

・人材の確保

・保護・保存のための経費の確保

【各市町で活用したい文化財・テーマ】 

・街道（東海道・秋葉街道・姫街道、横須賀街道、新居関所等）

・民俗文化財

・城跡

・近世から近代の建造物（見付学校、赤松家、松ヶ岡、友田家住宅等）

【連携・研究希望事項】 

・文化財の活用の連携

⇒「日本遺産」へのシリアル型（ネットワーク型）での候補提出

⇒街道（秋葉街道、姫街道）の沿線自治体との連携

⇒天竜浜名湖鉄道沿線の文化財活用の連携

⇒浜名湖周辺の文化財活用の連携

・研究等の連携

⇒発掘調査組織の広域連携

⇒産業遺産・戦争遺跡

⇒文化財の価値判断（指定基準）の情報交換

⇒災害時の対応
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資料４別紙 文化財保護にかかる各市町の状況 

※指定：歴史上，芸術上，学術上価値の高いものを保護するため「指定」する

※登録：国または地方公共団体の指定を受けていない有形文化財のうち、保存と活用が特に必要なものを保護するため「登録」する。（実際は近世以後のものが対象となる） 

自治体名 

各市町の文化財の指定状況（件） 
文化財の保護及び活用に係る 

各市町の課題 
文化財の活用に係る各市町の取り組み 

今後、各市町において活用していきたいと

考えている文化財やテーマ 
連携・研究を希望する事項 

国指定 県指定 市町指定 国登録 

浜松市 27 79 325 44

・合併時の旧市町村指定文化財をすべて引

き継いだが、指定基準に差が見られる。

今後、統一化が課題。 

・とくに、天然記念物については、危険防

止の観点から従来型の保全が困難になり

つつある。 

・絶滅危惧種（環境政策課）や保存樹・保

存樹林（緑政課）など、他制度との棲み

分け。 

・平成 21年度から、遠江歴史文化ネットワ

ークにて、遠江を所管する１２市町が共

催して文化財のパネル展示を開催してい

る。参加市町は、湖西市、浜松市、磐田

市、袋井市、掛川市、森町、菊川市、御

前崎市、牧之原市、島田市、川根本町、

吉田町。 

・徳川家康公 400 年祭にて文化財を積極的

に顕彰している。 

・市内の無形民俗文化財保存団体連絡会が

平成 26 年 3 月に発足した。 

・東海道・秋葉街道・姫街道等の街道交流。 

・無形民俗文化財の広域連携。 

・城跡の活用。 

・「日本遺産」へのシリアル型（ネットワー

ク型）での候補提出 

磐田市 8 16 130 17

・埋蔵文化財が豊富であり、それが開発の

遅延など足かせになる場合がある。専門

職員の育成等を計画的に行うことが求め

られる。 

・史跡等の土地や文化財建造物の維持管理

に係る費用が負担である。 

・埋蔵文化財センターはあるが資料館や博

物館のような展示施設がなく、活用の手

段が限られている。 

・上記の課題を踏まえ、遠州における歴史

文化の中心地として、どのように全国発

信していくか。 

・特別史跡遠江国分寺跡の本格的な再整備

事業を開始し、同時に国分寺まつり等の

イベントへの協力 

・地域活性化事業を活用した無形民俗文化

財の記録保存 

・文化財だよりの発行、小学校 5・6年生を

対象としたたんけん隊の活動、小学校等

への訪問歴史教室の実施 

・企画展及び講演会、文化財めぐり等のイ

ベントの実施 

・全国に 60 数カ所しかない国分寺や国府を

生かした整備やイベント 

・国指定史跡である見付学校や、県指定文

化財である赤松家など、明治時代の遺産

を活用した事業 

・東海道の宿場町である見付宿を生かした

事業 

・東海道や宿場町などの連携 

・秋葉街道、姫街道などの沿線自治体との

連携 

・旧光明電鉄、天竜浜名湖鉄道沿線の文化

財を中心とした連携 

・遠州大念仏の保存会の連携 

掛川市 5 31 69 0

・掛川市は県内で最も埋蔵文化財包蔵地（＝

遺跡）の多い市であり、文化財保護法第

93 条の「埋蔵文化財発掘の届出書」の提

出がないまま開発行為が行われる場合

は、保護法に罰則規定がないため対応に

苦慮している。 

・埋蔵文化財以外の文化財（建造物・民俗・

天然記念物など）の知識が豊富な人材を

確保したい。 

・特別天然記念物「ニホンカモシカ」の市

街地出没時の対応。 

・出前文化財講座 

・夏休み文化財教室 

・考古展 

・袋井市との共同展示会 

・発掘調査終了後には現地説明会を実施 

・３史跡（和田岡古墳群、高天神城跡、横

須賀城跡）の整備事業の推進。 

・松ヶ岡（旧山崎家住宅）の保存整備と活

用事業。 

※松ヶ岡…江戸末期の豪商の屋敷の構えを

ほぼ原型のまま残しており、明治天皇の

行在所という遺構でもある建築史的な意

義がある。また、町人が優位に立つ近代

化の幕開けとしての象徴でもある。 

・大地震など災害時の相互協力。文化財被

害等の情報共有化。復興事業時の埋蔵文

化財調査体制の連携。 

・市域を超えて広範囲に生息する「ニホン

カモシカ」対応の情報共有化や連携マニ

ュアルの整備。 

・広域を対象とする埋蔵文化財発掘調査組

織の整備。 

・未指定文化財の存続にあたって、近隣市

の指定状況把握や指定基準の情報交換な

どの連携による文化財価値判断の確立。 

-32-



※指定：歴史上，芸術上，学術上価値の高いものを保護するため「指定」する

※登録：国または地方公共団体の指定を受けていない有形文化財のうち、保存と活用が特に必要なものを保護するため「登録」する。（実際は近世以後のものが対象となる）

自治体名 

各市町の文化財の指定状況（件） 
文化財の保護及び活用に係る 

各市町の課題 
文化財の活用に係る各市町の取り組み 

今後、各市町において活用していきたいと

考えている文化財やテーマ 
連携・研究を希望する事項 

国指定 県指定 市町指定 国登録 

袋井市 6 16 60 3

・国県指定文化財(建造物)の数が多く建造

物の老朽化に伴い修繕時期が重なり補助

金の支出が増加している。 

・景気の好転に伴い、公共・民間とも埋蔵

文化財の発掘調査が増加する傾向が顕著

になりつつある。 

・市指定文化財「澤野医院記念館」の一般

公開事業 

・袋井宿開設四○○年に伴い文化財説明板

や史跡案内標柱の設置。 

・文化財(建造物)の保存修理事業 

・市指定(史跡)「久野城址」の活用事業 

・「梅山八幡神社の流鏑馬」調査事業 

・郷土の偉人の顕彰 

・軽便鉄道等の地方の民間鉄道 

・歴史景観を伝える「秋葉山常夜燈」の調

査と紹介 

・地域の景観施設でもある「火の見櫓」の

調査と紹介 

・情報の共有化、ＰＲなど 

湖西市 7 17 64 2

・指定件数の増加に伴い、早急な対応が必

要な修繕・修理箇所も増えているため、

一層の財政的な支援が必要である。 

・湖西市文化財マップを作成し、市内外に

PR している。 
・新居町地域に伝わる新居諏訪神社奉納煙

火祭礼と、吉田地域（愛知県豊橋市）を

中心とする東三河地域の祭礼花火との文

化交流。 

・新居関所を中心とする街道交通。 

・市内五神社で 10月に行われる流鏑馬神

事。 

・新居諏訪神社奉納煙火祭礼が、平成 25

年度に「地域の文化遺産を活かした地域活

性化事業」として文化庁に 

 採択された。 

・浜名湖周辺の文化財を活用した連携。 

御前崎市 2 4 23 0

・文化財を継承する人材の高齢化が加速し

ており、文化財を支える人材を若手にシ

フトする取り組みが急務である。 

・平成 21 年度から、遠江歴史文化ネットワ

ークにて、遠江を所管する１２市町が共

催して文化財のパネル展示を開催してお

り、今年度は、徳川家康公没後 400 年で

あることから、「家康の名所・旧跡・伝説

の地」をテーマとしたパネル展を開催予

定。 

・国の天然記念物であるアカウミガメの保

護活動と啓発を行っており、産卵観察会

と放流観察会では、市内外から多くの参

加者が訪れている。 

・中世城郭の活用。 

・秋葉街道（塩の道）・横須賀街道等の街道

交流。 

・国指定天然記念物である「御前崎のウミ

ガメ及びその産卵地」の活用。 

・ネットワーク型での候補選出（日本遺産）。
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※指定：歴史上，芸術上，学術上価値の高いものを保護するため「指定」する

※登録：国または地方公共団体の指定を受けていない有形文化財のうち、保存と活用が特に必要なものを保護するため「登録」する（実際は近世以後のものが対象となる）

自治体名 

各市町の文化財の指定状況（件） 
文化財の保護及び活用に係る 

各市町の課題 
文化財の活用に係る各市町の取り組み 

今後、各市町において活用していきたいと

考えている文化財やテーマ 
連携・研究を希望する事項 

国指定 県指定 市町指定 国登録 

菊川市 3 4 18 1

・産業遺産や戦争遺跡等の近現代の文化遺

産に関しては歴史的価値の判断が難し

く、調査も進んでいない。 

・文化振興基本計画に基づくアーカイブの

構築。 

・市内遺跡出土遺物のレプリカを作成し、

埋蔵文化財センターに展示。 

・文化財普及事業として出前行政講座、土

器作り体験を実施。 

 （H26 年度 出前行政講座･･･6 回 169 人、

土器作り体験･･･親子 12 組 27 人） 

・観光部局と協力し、市が誘致したウォー

キングイベントにおいて文化財の解説を

実施。 

・遠江歴史文化ネットワーク事業の共催（資

料提供）。 

・街道文化の普及（街道画の活用等）。 ・災害時の相互支援体制について（集中豪

雨等により局地的に災害が発生した場合

の近隣市町からの緊急支援）。 

・産業遺産や戦争遺跡について広域で調査

研究し、歴史的価値の判断や安全管理も

含めた保全への考え方等を共有したい。

・街道文化普及のための広域的取組み。（交

流イベントや統一された案内看板等） 

牧之原市 4 22 81 0

・合併時の旧相良町と旧榛原町の指定文化

財を全て引き継いだが、指定基準に差が

見られるため、今後の統一が課題となる。

・建造物については、所有者による保存管

理費の負担が年々増大している。 

・天然記念物については、保存方法と倒木

への安全管理が課題となっている。 

・無形民俗文化財については、保存する団

体の高齢化と人員不足により活動が困難

になってきている。 

・平成２１年度から、遠江歴史文化ネット

ワークにて、遠江を所管する１２市町が

共催して文化財のパネル展示を開催して

いる。 

・平成２７年度に市史料館特別展にて市内

の指定文化財を展示公開する。 

・静岡空港周辺の史跡の整備と活用。 

・民俗文化財の市内全域での連携。 

・城跡の活用。 

・「日本遺産」へのシリアル型（ネットワー

ク型）での候補提出 

森町 2 15 88 1

・建造物の保護・保存のため多額の経費が

必要となること。また、個人所有の民家

では世代交代により空き家になる可能性

もあり、経費の面からも維持が難しくな

っている。 

・個人所蔵の貴重な資料が流出する例が見

られる。町所有の歴史資料等の保管施設

にも限りがあり、新たな資料の受け入れ

が難しくなってきている。また展示施設

も限られており、資料の活用が課題であ

る。 

・仏像や工芸品の修理が進んでいない。ま

た常に管理人がいない寺社等では盗難も

心配される 

・遠州の小京都としての基本構想を示し、

これに係る文化財の公開や整備を徐々に

進めている。 

・武田・徳川の攻防による諸城を整備し、

広く一般に公開し、地元保存会の協力を

得ている。 

・遠州の小京都としての町並みの活用の町

民活動を支援している。 

・町所有の文化財建造物（土蔵）を整備し、

収蔵兼展示施設としての活用を計画して

いる。（旧江間家土蔵） 

・国指定重要文化財「友田家住宅」及びそ

の周辺の自然と歴史的環境 

・小國・天宮両社の舞楽と、京都祇園祭の

芸能として全国に誇る山名神社の舞 

・次郎柿原木の保存と次郎柿生産・販売促

進への活用 

・遠州の小京都として位置づけられる史跡

の整備、活用 

・町内４０ヵ所に残る城跡の整備、活用 

・三遠南信地域の芸能の日本遺産への登録

・遠江国府・一宮を中心とした遠江国内の

歴史的・文化的中核都市としての位置づ

け（遠州の小京都たる由縁） 

計 64 204 858 68
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追加資料（浜松市）















追加資料（掛川市）





追加資料（菊川市）




